
入札説明書 
本部講義棟太陽光発電設備設置工事（電気設備） 

１ 入札参加者は、次に掲げる条件を具備していなければならない。 
（１） 公立大学法人公立鳥取環境大学契約事務取扱規程第３条の規定に該当する者でないこと

【※】。 

（２） 建設業法（昭和２４年な陽光





出すること。 

（２）  請負代金の額が１００万円以上の工事については、契約の締結と同時に請負代金の１０

分の１以上の額を保証する次の各号のいずれかに掲げる保証を付すること。 

ア 契約保証金の納付 

イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提出 

ウ 金融機関（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律（昭和２９年法律第１９

５号）第３条に規定する金融機関をいう。）または保証事業会社（公共工事の前払金保証事

業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。

以下同じ。）の保証 

エ 公共工事履行保証証券による保証 

オ 履行保証保険契約の締結 

（３）  工事に係る契約書は、鳥取県工事請負契約書の標準書式を用い、落札者が作成する。 

（４）  前金払を適用する。 

 

７ 入札閲覧設計書に関する質問 

入札閲覧設計書に関する質問は、あらかじめ調達公告に定める期限までに質問書【様式第４

号】をファクシミリ又は電子メールにより提出することとし、期限を過ぎた質問は受け付けな

い。質問に対する回答は、あらかじめ調達公告で定める期限までに回答する。 

なお、入札閲覧設計書に関する質問及び回答は、本学ホームページの「入札・公募情報」に

おいて閲覧できる。 

 

８ 入札の手続き等に関する情報は、次に定めるところにより提供する。 

（１）  調達公告は、本学ホームページの「入札・公募情報」に掲載することにより行う。 

（２）  入札参加書類の様式は、調達公告の日から入札参加申込期限までの間の各日に、「入札・

公募情報」からダウンロードすること。 

（３）  発注工事に関する図書は、本ホームページからダウンロードすること。 

（４）  発注工事の内容に関する説明会は、原則として開催しない。 

 

９ その他 

（１） 書類の作成及び契約の手続きにおいて使用する言語、通貨、時刻及び単位は、日本語、日

本円、日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位によるものとする。 

（２） 申請書等に虚偽の記載をした場合は、失格とするとともに、指名停止措置を行うことがあ

る。 

（３） 本件に係る書類等の作成および提出に要する費用等は、すべて参加希望者の負担とする。

なお、失格等の場合も同様とする。 

（４） 提出された申請書等は、提出した者に無断で本件事務以外の用途に使用しない。 

（５） 提出された申請書等は返却しない。 

（６） 本説明書を入手した者は、これを本手続以外の目的で使用してはならない。 

（７） 提出された申請書等は、作業に必要な範囲において複製を作成することがある。 

 

 



 

 

【※】公立大学法人公立鳥取環境大学契約事務取扱規程 抜粋 
（一般競争入札に参加させることができない者） 

第３条 経理責任者は、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を

得ている者を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規則第

２９条第１項に規定する一般競争入札に参加させることができない。 
２ 経理責任者は、鳥取県、鳥取市及び国、その他の地方公共団体等から競争入札への参加資格を

停止されている者を、資格停止期間中に前項の一般競争入札に参加させることができない。 
３ 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後２年間

競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人

として使用する者についても同様とする。 
（１）契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に

関して不正の行為をした者 
（２）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合

した者 
（３）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 
（４）監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者 
（５）正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者 
（６）前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理

人、支配人又はその他の使用人として使用した者 
４ 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を一般競争入札に参

加させないことができる。 
５ 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後一定期

間一般競争入札に参加させないことができる。 
（１）役職員が飲酒運転等により検挙され、刑罰が確定したとき、その他重大な法令違反により刑

罰が確定したとき。 
（２）役職員が法人の諸規程を守らず、又は法人からの改善命令に従わないとき。 

 

 


